
 

新規事業採択時評価結果（平成２５年度新規事業化箇所） 

 

事業の概要 

事業名 一般国道７号 遊佐
ゆ ざ

象潟
きさかた

道路 
事業 

区分 
一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

東北地方整備局 

起終点 
自山形県飽海

あ く み

郡遊佐町
ゆ ざ ま ち

北目
き た め

 

至：秋田県にかほ市象潟町
きさかたまち

小滝
こ た き

 
延長 １７．９ｋｍ 

事業概要  

遊佐象潟道路は、日本海沿岸東北自動車道の一部を構成する道路で、山形県飽海郡遊佐町北目から秋田県に

かほ市象潟町小滝に至る延長１７．９ｋｍの自動車専用道路である。（日本海沿岸東北自動車道は、新潟県新潟

市から青森県青森市に至る延長約３２２ｋｍの高規格幹線道路であり、これまでに２０４ｋｍが供用してい

る。） 
事業の目的、必要性  

当該区間の整備により、災害時における緊急輸送道路の代替性の確保、救急医療施設への速達性の向上、並

びに地域産業の支援に資する道路ネットワークの強化が図られる。 
全体事業費  約５２０億円 計画交通量 約１１，６００台／日 

事業概要図  

  

              

 

 
関係する地方公共団体等の意見  

【山形県知事】 予算化に同意する。東日本大震災からの復興に大きく貢献することが期待されるため、一日

でも早く整備されるようお願いする。 
【秋田県知事】 予算化に同意する。東北地方の持続的な復興を進めるため、一日でも早く全線開通されるよ

うお願いする。 
 
学識経験者等の第三者委員会の意見  

・新規事業化については妥当である。 

 
事業採択の前提条件  

■費用対便益 ：便益が費用を上回っている。 

■手続きの完了：計画段階評価手続き完了（Ｈ２４．１．３０） 

都市計画決定手続き完了（Ｈ２４．７．２７） 

 

事業評価結果 

費
用
対
便
益 

Ｂ／Ｃ ２．３ 

総費用 ４２１億円 総便益 ９８２億円 基準年  

事 業 費：  ３７１億円 

維持管理費： ５０億円 

走行時間短縮便益：６８５億円 

走行費用減少便益：２４１億円 

交通事故減少便益： ５６億円 

平成24年 

感度分析の結果 

交通量変動 B/C=2.1 （交通量 -10 ％） B/C=2.6 （交通量 +10 ％） 

事業費変動 B/C=2.1 （事業費変動 +10 ％） B/C=2.6 （事業費変動 -10 ％） 

事業期間変動 B/C=2.2 （事業期間変動 +20 ％） B/C=2.5 （事業期間変動 -20 ％） 

事
業
の
影
響 

評価項目 評価 根拠 

自
動
車
や
歩
行
者
へ
の
影
響

渋滞対策 － 注目すべき影響はない 

事故対策 ○ 

死傷事故率の高い箇所を含む区間の事故の減少が見込まれる。 

・死傷事故率の高い区間（100件/億台キロ以上） 

【現況】1箇所 

※当該区間に並行する一般国道７号の死傷事故率 

歩行空間 － 注目すべき影響はない 

社
会
全
体
へ
の
影
響 

住民生活 ◎

第三次救急医療施設（日本海総合病院等）への速達性の向上及び、安静搬送経路の確保 

（＊事業中区間の効果を含む）

・にかほ市地域から日本海総合病院（酒田市）へのアクセス時間 

【現況】73分 ⇒ 【整備後】50分（23分短縮） 

・にかほ市地域における第三次救急医療施設（日本海総合病院、秋田赤十字病院）への60分圏

域外人口 

【現況】約4.5万人 ⇒ 【整備後】約2.5万人（2.0万人減少） 

・現道問題箇所の回避による安静搬送 

 【現況】線形不良箇所2箇所 ⇒ 【整備後】回避 

地域経済 ○
安定的な物流ルートの確保（＊事業中区間の効果を含む） 

・酒田市～由利本荘市間の広域迂回 

【現況】141km／162分 ⇒ 【整備後】70km／65分（広域迂回の解消） 

災 害 ○
現道の通行止め区間が回避されるとともに、日本海側に災害に強いネットワークが形成される

ことで太平洋側ルートと相互補完が可能となり、広域的な緊急物資輸送のリダンダンシーが確

保できる（＊事業中区間の効果を含む） 

環 境 － 注目すべき影響はない 

地域社会 ○
日本海側の拠点都市間や国際海上コンテナ港（新潟港・秋田港）、リサイクル貨物港（酒田港）

などの拠点港間を連絡し、地域間交流の支援や港湾間の連携を強化する。 

事業実施環境 ○ 整備に対する要望が強い。 

 

採択の理由 
 費用便益比が２．３と便益が費用を上回っているとともに、都市計画手続きが完了し、事業採択の前提条件が

確認できる。 

また、災害時における緊急輸送道路の代替性の確保、第三次救急医療施設への速達性の向上が図られるほか、

高速ネットワークの形成により秋田県と山形県との地域間交流・連携の促進に寄与する等、当該事業の整備の必

要性・効果は高いと判断できる。 

以上より、本事業を平成２５年度予算要求の新規事業箇所として要求する。 
 

 

 

 

担 当 課：道路局 国道・防災課

担当課長名：三浦 真紀     

  ※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。

 

一般国道７号 

遊佐象潟道路

酒田みなと～遊佐 遊佐象潟道路 象潟仁賀保道路 仁賀保本荘道路 

H24.10 開通

凡 例

供用中区間

事業中区間

対象区間

凡 例

供用中区間

事業中区間

対象区間

H21 事業化 H17 事業化H13.8 開通

にかほほんじょう

L=13.7km

きさかたにかほ

L=12.5kmL=17.9km

ゆざきさかた

酒田～酒田みなと

L=13.7km L=13.7km

ゆざさかたさかたさかた

H19.9 開通



１．事業の概要

２．必要性の評価

（１）課題の整理

参考：平成２５年度予算要求に係る新規事業採択時評価（防災機能の評価）

事業名 一般国道７号　遊佐象潟道路 事業区分 一般国道 事業主体 東北地方整備局

当該事業地域の課題・上位計画等

起終点
山形県飽海郡遊佐町北目
　　　　　　～秋田県にかほ市象潟町小滝

延長

事業概要

目的

・一般国道７号遊佐象潟道路は、日本海沿岸東北自動車道の一部を構成する道路で、山形県飽海郡遊佐町北目から秋田県にか
ほ市象潟町小滝に至る延長１７．９ｋｍの自動車専用道路である。
・本事業は、災害時における緊急輸送道路の代替性の確保、救急医療施設への速達性の向上、ならびに地域産業の支援に資す
る道路ネットワークの強化が図られる事業である。

１７．９ｋｍ

・山形県と秋田県の沿岸部では、縦断する主要幹線
道路は、国道７号しか存在しない。
・国道７号では、交通事故による通行止めが過去１０年
間（Ｈ１４～Ｈ２３）で９回発生。

※東日本大震災からの復興の基本方針
「以下により、災害に強い交通・物流網を構築する。
・三陸道等の緊急整備や太平洋沿岸と東北道を繋ぐ横断軸の強
化
・日本海側との連携も含め東北全体のネットワークも考慮したリダン
ダンシーの確保」

※今後の高速道路のあり方　中間とりまとめ
「東日本大震災からの教訓
・広域的な幹線道路ネットワークについては、地域の孤立化や多
重性の欠如など災害面からの弱点を再点検し、その克服に向け
て、ミッシングリンクの解消や隘路区間の改良など効果的な手法を
選択し、緊急性の高い箇所から重点的に強化を行う必要がある。」

※東北圏広域地方計画
「総合的な災害対策の推進

事業費 約５２０億円 ３便益Ｂ／Ｃ 2.3

評価項目

防災・災害時の
救助活動等

（２）事業の必要性

「総合的な災害対策の推進
・ハード対策として、緊急輸送道路の強化、格子状骨格道路ネット
ワーク整備、代替性（リダンダンシー）のある道路交通網の整備を
推進する。」

－

住民生活

・にかほ市は第三次救急医療施設がないため、市外
の酒田市へ約９割（２４件／年）が搬送されている。
・国道７号の通行止めが発生すると、患者の命に関わ
る可能性が危惧されている。

※東北圏広域地方計画
「広域的な救急医療ネットワークの構築
・東北圏は、第三次救急医療機関の60 分到達圏から外れる地域
が多く、救急対応の向上には、地域の医療機関による連携とアク
セス整備を行う必要がある。」

※ふるさと秋田元気創造プラン
「救急搬送体制の充実
・救急車退出路の設置を含めた高速道路ネットワークの整備を進
め、三次救急医療機能を有する医療機関へのアクセス時間の短
縮を図るとともに、隣県の医療機関との県境を越えた広域的な救
急搬送体制の構築を検討します。」

地域社会
地域経済

・国道７号の通行止め時には、大きな時間ロスが生じ
ることから、運送会社からは「国道７号は事故の危険性
も高く、実際に事故があった時は、広域迂回を強いら
れ、大幅な時間のロスとなった。」など物資輸送に不安
を抱えている。

※第３次山形県総合発展計画
「暮らしや産業を支える社会資本の機能強化・長寿命化の推進
・国内外との人、モノ、資金、情報などの流動・交流を支え、これか
らの県づくりの も重要な基盤の一つである高速道路などの交通
ネットワークや情報通信ネットワークの整備を進める。」

・災害時における緊急輸送道路の代替性の確保、救急医療施設への速達性の向上、秋田県と山形県を結ぶ道路ネット
ワークの強化など様々な課題に対応するため、事業の必要性があるものと評価する。

その他

担　当　課：道路局　国道・防災課

担当課長名：三浦　真紀

３．有効性の評価
（１）ネットワーク上のリンクとしての評価

◎

◎

（２）当該事業としての評価

評価

効果 評価

　①主要都市・拠点間の防災機能の向上

Ｄ
（Ｂ）
Ｂ

区間

リンクの評価

現状
（整備前）

（目標）
整備後

リンクの評価
効果

・現道は津波浸水区域を通過している事により寸断される可能性があるた
め、災害危険性が高。また近傍の迂回路も脆弱である（Ｄランク）。

・本道路は、酒田市～由利本荘市間の 短時間経路となり、災害による
通行止めが想定されないことから、当該リンクの災害危険性のないＢラン
クに改善される。

　②ネットワーク全体の防災機能の向上

酒田市

（重要港湾）
（３次救急医療）

由利本荘市

（主要な都市）

評価弱点度
（整備前）

弱点度
（整備後）

改善度

20.9 1.0 20.9
当該リンクの整備により、酒田市から由利本荘市間の災害時の迂回が解
消することにより、ネットワーク全体の防災機能向上。

評価項目 事業による効果

○

◎

○

（３）事業の有効性

地域経済
地域社会

・安定的な物流ルートが確保されるとともに、日本海側拠点都市間や国際海上コンテナ港（新潟港、秋田港）、リサ
イクル貨物港（酒田港）等の拠点港間を連絡し交流を支援する。

防災・災害時の
救助活動等

・国道７号が通行止めになった場合においても、災害に強いネットワークが形成されるとともに、太平洋側ルートと
相互補完が可能となり、広域的な緊急物資輸送のリダンダンシーが確保できる。

住民生活 ・第三次医療施設（酒田市）までの搬送時間の短縮と安静搬送による患者への負担軽減が期待される。

・当該事業の実施により、ネットワーク上のリンクの評価がDランク→Bランクに改善するとともに、不通リンクの解消により
ネットワーク全体の防災機能が強化される。
・また、本事業において、災害時における緊急輸送道路の代替性の確保が図られるとともに、速達性の向上による救急
搬送の改善や地域間の連携が促進されるなど、有効性の高い事業と評価する。

その他 －



４．事業実施環境・第三者意見

５．対応方針

社会資本整備審議会
地方小委員会

「新規事業化については妥当である。」との意見を頂いた。
「日本海側のみならず相馬福島道路などとも連携し太平洋側の物流や人との交流促進に大きく寄与」、「機能分担された
港湾間を連絡するなど広域的な産業・経済振興等にも貢献する事業」との意見を頂いた。

山形県 「当該道路が一日でも早く整備されるよう、着実な予算の確保をお願いいたします。」との意見を頂いた。

事業実施環境

・平成２４年１月に計画段階評価手続きが完了している。
・平成２４年７月に都市計画決定手続きが完了している。
・秋田県や山形県をはじめ関係市町村は、広域的な地域の振興等に大きく貢献するほか、災害時の緊急輸送道路とし
て当該区間の早期事業着手を要望している。

・当該事業により、災害時における緊急輸送道路の代替性の確保、救急医療施設への速達性の向上が図られるほか、
高速ネットワークの形成により秋田県と山形県との地域間交流・連携の促進に寄与する等、の効果が認められることから、
防災機能の評価結果も踏まえ、当該事業の必要性・有効性は高いと判断できる。
以上より 本事業を平成２５年度予算要求の新規事業箇所として要求する

秋田県 「一日でも早く全線開通されるよう、特段のご配慮をお願いいたします。」との意見を頂いた。

社会資本整備審議会
道路分科会
事業評価部会

「新規事業化については妥当である。」との意見を頂いた。

以上より、本事業を平成２５年度予算要求の新規事業箇所として要求する。


